
令和８年度がん検診等支払用データ作成業務（単価契約）仕様書 

 

１ 委託業務内容 

受注者は、帳票から数字等で構成された登録データを作成し、がん検診等支払用データ作成を

行う。 

 ⑴ 受注者は、毎月、処理計画表（別紙１）により指定した日に、広島市健康福祉局保健部健康

推進課において、発注者から帳票を受け取り、受注者の事業所で業務を実施し、登録データを

作成する。 

受注者は作成したデータを CD-R に記録し、指定日までに広島市健康福祉局保健部健康推進

課へ納品書（別紙２）及び帳票とともに納入する。なお、期日よりも早く業務を終了した場合

は、期日にかかわらず納品すること。 

⑵ 入力が必要な項目が記入されていない場合や帳票の破損・汚れ等により、読み取りができず、

完全な登録データが作成できない帳票については、システム支払用データエラー分とする。 

⑶ 輪ゴム等でまとめてある帳票の束は、他の束の帳票が混在しないよう、引き渡し時と同一の束及

び順番のまま発注者へ返却する。 

⑷ 不明文字についてはスペースを入力し、データエラーとなる帳票に付箋をつけ、エラー内容を記

載する。 

⑸ 各帳票のパンチする項目及び入力方法については別紙３のとおりとする。 

⑹ 業務については、別紙４「【業務フロー】令和８年度がん検診等支払用データ作成業務」の記載

内容に沿って行うものとする。 

⑺ 受注者は広島市委託契約約款に基づき、業務を行う。 

 

２ 入力平均桁数及び帳票予定数量 

  １枚当たりの平均桁数 
予定数量※ 

数字（半角） 英字・カナ（全角） 

胃がん検診（Ｘ線） ３７  桁 ７ 桁 ５，２００ 枚 

胃がん検診（内視鏡） ６０  桁 ７ 桁 １６，０００ 枚 

子宮頸がん検診 ３９  桁 ７ 桁 １７，８００ 枚 

乳がん検診 ４８  桁 ７ 桁 １５，２００ 枚 

肺がん、大腸がん検診 

（個別） 
４４  桁 ７ 桁 ５７，６００ 枚 

大腸がん検診（集団） ３８  桁 ７ 桁 ８００ 枚 

健康診査 １６１  桁 ７ 桁 ８００ 枚 

骨粗しょう症検診 １９  桁 ７ 桁 ５，４００ 枚 

※ ただし、受診者数の増減により、大幅に変更することがある。 

 

３ 履行期間 

  令和８年４月２０日から令和９年３月３１日まで。 

帳票等の受け渡し計画は別紙１「処理計画表」のとおり。ただし、緊急に日程の追加や変更があ

る場合があるので、それに対応できること。 

 



４ 帳票様式（枚数が多いもののみ） 

帳票パターン 帳票の分類（帳票の種類数） 

Ａ 胃がん検診結果票（Ｘ線） 

Ｂ 胃がん検診結果票（内視鏡） 

Ｃ 子宮頸がん検診結果票 

Ｄ 乳がん検診結果票 

Ｅ 肺がん、大腸がん検診結果票（個別） 

Ｆ 大腸がん検診結果票（集団） 

Ｇ 健康診査結果票 

Ｈ 骨粗しょう症検診結果票 

各帳票の入力枚数見込みは別紙５のとおりとし、帳票パターンの見本については別紙６のとお

りとする。 

 

５ データ作成形式 

 ⑴ 上記「２ 入力平均桁数及び帳票予定数量」については、CSV ファイル形式（項目ごとにカ

ンマ区切りをし、スペースパディングは不要）及び固定長ファイル形式とする。 

⑵ 文字コードとして Shift-JISを使用する。 

⑶ 項目間の区切り文字はカンマ（ASCIIコード「0x2c」）を設定する。 

⑷ 最終項目の後に、カンマを設定しない。 

⑸ 各レコードの終端には、改行コード（ASCIIコード「0x0d+0x0a」）を設定する。 

⑹ 項目については、ダブルクォートは設定しない。 

⑺ 設定する値が無い場合は、「，，」で出力すること。 

⑻ 項目属性（文字数）は、その項目の最大文字数であり、領域のバイト数ではない。 

⑼ １行目に、ヘッダ行（データレイアウト仕様書の項目名）を設定する。 

⑽ パンチ項目及び入力方法の詳細は別紙 3のとおり。 

 

６ 成果品 

受注者は、次に掲げるものを指定された期日までに納品するものとする。 

⑴ 帳票 

 帳票受け渡し時と同じ状態で返却すること。 

⑵ 作成データを記録した CD-R 

 医師会ごとに正規分、エラー分をファイル分けして 2部作成すること。 

⑶ 納品書（別紙２） 

 

７ ベリファイ及びデータ入力 

  受注者は、精度の高い入力データを作成するため、データエントリー専用のキーボード（029

配列キーボード等）を備えた入力専用機（データエントリーシステム）を使用すること。また、

ベリファイ機能を持つソフトウェアにより入力を行うこと。 

ベリファイは、複数の入力データをマッチングさせる方法ではなく、キータッチごと及び 1カ

ラムごとにチェック及び修正する方法であること。さらに、初回のデータエントリーとベリファ

イは別の作業員が行うこと。 

  また、個別の入力データごとに入力者や入力時間の識別ができるようにしておくこと。 

 

８ 報告 

広島市委託契約約款第 11条に定める委託業務実施報告書は別添のとおりとし、同月の受診・接

種ごとに提出すること。 

 



９ 費用の負担 

業務の実施にあたっての必要な経費（帳票の受け渡し、納品等に際しての運搬に係る経費を含

む。）は、全て受注者の負担とする。 

 

10 身分の証明 

受注者は、受注者の使用人を発注者との間の運搬・授受にあたらせる場合に、身分証明書を携

帯させ、授受の際に発注者の担当者にそれを提示させなければならない。 

 

11 その他 

⑴ 本業務を履行するうえで知り得た情報に関して、次の事項を遵守すること。 

ア 委託業務を行うに当たっては、広島市情報セキュリティポリシー（平成 15年 7月 30日制

定）を遵守した情報セキュリティ対策を実施しなければならない。また、従業員に周知徹底

させなければならない。 

イ 受注者は、市の業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し第三者への漏洩を防

止するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。 

ウ 受注者の従業員及び従業員であった者は、本業務の履行に関して知り得た市の情報を契約

期間はいうにおよばず、契約の終了後及び解除後においても、第三者に漏らしてはならない。 

エ 受注者は、個人情報を保護する観点から、上記アを満たした受注者の事業所内で業務を実

施しなければならない。 

オ 受注者は、予め発注者に対し、本契約の契約実施場所とする受注者の事業所所在地及びデ

ータエントリーシステム等レイアウト図を届け出るものとする。また、業務実施場所の確認

を予告なく行う場合がある。 

⑵ この仕様書に疑義があるとき、または定めのない事項については、発注者と受注者で協議し

て定めるものとする。協議を行った場合は、受注者が協議録を作成し、発注者へ提出すること。 

 

 



令和  年  月  日  

 

広島市長 様 

                     所在地 

                     名 称                印 

                     代表者 

 

委託業務実施報告書 

 

 下記のとおり、○月実施分の業務を完了しましたので報告します。 

 

 

１ 業 務 名      令和８年度がん検診等支払用データ作成業務 

２ 実施期間  令和  年  月  日～令和  年  月  日 

３ 実績数量                                    

（件） 

 広島市医師会 安佐医師会 安芸地区医師会 その他 

胃がん検診（Ｘ線）     

胃がん検診（内視鏡）     

子宮頸がん検診     

乳がん検診     

肺がん、大腸がん検診（個別）     

大腸がん検診（集団）     

健康診査     

骨粗しょう症検診     

計     

 


